
県の関係機関一覧 

○くらし･環境部環境局 

生活環境課 
・狩野川、富士川、安倍川、大井川、菊川、天竜川以外の水系に

おける水質事故時の連絡事務局 

・特定事業場等に対する検査・指導（水質汚濁防止法） 

・環境衛生科学研究所との連絡、調整 

電話 054-221-2253、FAX 054-221-3665 

○くらし･環境部環境局 

自然保護課 
・浜名湖の環境保全 

電話 054-221-3332 

○くらし･環境部環境局 

水利用課 
・河川表流水を水道水源として取水している場合、水道事業者に

対する通報、指導（水道法） 

・各保健所との連絡、調整 

電話 054-221-2420 

○危機管理部 

消防保安課 
・危険物使用者等に対する検査、指導（消防法等） 

・各消防本部との連絡、調整 

電話 054-221-2076 

○健康福祉部生活衛生局 

薬事課 
・毒劇物使用者等に対する検査､指導(毒物及び劇物取締法) 

・各保健所との連絡調整 

電話 054-221-2413 

○交通基盤部河川砂防局 

河川砂防管理課 
・２級河川、県管理指定区間内の１級河川の管理(河川法) 

・各土木事務所との連絡、調整 

電話 054-221-3195 

○交通基盤部港湾局 

港湾企画課 
・県営港湾の管理（港湾法） 

・各港湾管理事務所、各土木事務所との連絡調整 

電話 054-221-3489 

○交通基盤部農地局 

農地計画課 
・農業用水、農業用ため池の管理（土地改良法） 

・各農林事務所との連絡、調整 

電話 054-221-2715 

○経済産業部水産業局 

水産振興課 
・漁業協同組合に対する通報、指導 

電話 054-221-2744 

○経済産業部農業局 

地域農業課 
・農薬使用者（農業者）に対する調査、指導（農薬取締法） 

・各農林事務所との連絡、調整 

電話 054-221-2749 

○企業局 

 水道企画課 
・河川表流水を水道水源として取水している場合の水道事業者に

対する通報 

・工業用水として取水している場合の関係事業場への連絡 

電話 054-221-2170 

○くらし･環境部 

環境衛生科学研究所 
・魚類へい死事故原因の検討、助言 

電話 054-245-2130 

○東部健康福祉センター 

○中部健康福祉センター 

○西部健康福祉センター 

・特定事業場等に対する検査・指導（水質汚濁防止法） 

東部 電話 055-920-2135、FAX 055-920-2194 

中部 電話 054-644-9268、FAX 054-644-4471 

西部 電話 0538-37-2250、FAX 0538-37-2603 


